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留意点

• 本資料は令和６年度診療報酬改定が行われた当初の

時点の内容に基づいて作成しています。

• 疑義解釈通知の発出等は随時行われるため、算定に

当たってはその時点での要件等を確認して請求を

行ってください。
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• 「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項につい
て周知徹底させること」
（指導大綱）
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指導とは
目的

• 健康保険法 第73条
「保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び
保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の
指導を受けなければならない。」

厚生労働大臣の指導を受ける義務がある。

• 船員保険法 第59条で準用する健康保険法第73条
• 国民健康保険法 第41条
• 高齢者の医療の確保に関する法律 第66条

主な根拠法令



① 集団指導

② 集団的個別指導

③ 個別指導
○地方厚生（支）局及び都道府県が実施

→ 都道府県個別指導

○厚生労働省並びに地方厚生（支）局及び都道府県が実施
→ 共同指導、特定共同指導

5

指導の形態



保険医療機関等（保険医療機関や保険薬局）に対する指導等は、健康保険法第
73条の規定等に基づき実施されているが、その詳細は、指導大綱、指導大綱関
係実施要領等に定められている。
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集団的個別指導とは

保険医療機関等の機能、診療科等を基準とする類型区分に応じて、レセプトの
１件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等
で行う指導である。

集団的個別指導

・レセプト１件当たりの平均点数が次の都道府県の平均点数の一定割合※を超
えるもの

※病院（歯科を除く）の場合は1.1倍、それ以外の場合は1.2倍
かつ
・前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等
を除き、類型区分※ごとの保険医療機関等の総数の上位より概ね８％の範囲の
もの

※薬局は1区分 

集団的個別指導の対象となる保険医療機関等
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集団的個別指導の対象保険医療機関等の選定について

社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会で管理されている保
険医療機関等ごとのデータを使用する。

使用する基礎データ

社会保険、国民健康保険の一般分及び後期高齢者分を使用する。

算出に使用するレセプトの種類

類型区分※ごとに、保険医療機関等のレセプトの総点数をレセプトの総件数で除する
ことにより、算出する。

※薬局は1区分 

レセプト１件当たりの平均点数の算出方法
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個別指導とは

・診療報酬請求等に関する情報提供があった
・個別指導を実施したが改善が見られない
・集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高
点数保険医療機関等に該当※する

保険医療機関等など
※ 高点数保険医療機関等に該当する保険医療機関等とは、翌年度の実績におい
て、集団的個別指導を受けたグループ内の保険医療機関等の数の上位より概ね

半数以上である保険医療機関等を指す。

指導対象となる保険医療機関等

保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別に面接懇談方式により行う。
なお、個別指導の実施件数は、医科、歯科及び薬局ごとの類型区分※ごとに全保険医
療機関等の４％程度を実施することとしている。

※薬局は1区分 

指導方法等

「概ね妥当」 、「 経過観察」 、 「再指導 」、 「要監査」

個別指導後の措置
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監査とは

「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不
正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係
を把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。」

（監査要綱）

監査の目的（監査方針）

• 健康保険法 第78条
• 船員保険法 第59条で準用する健康保険法第78条
• 国民健康保険法 第45条の２
• 高齢者の医療の確保に関する法律 第72条

主な根拠法令
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不正請求
•詐欺や不正行為に当たるもの

• 非薬剤師による調剤

無資格者調剤

• 調剤の事実がないものを調剤したとして請求

架空請求

• 実際に行った調剤内容に実際に行っていない調剤内容を付増して請求

付増請求

• 実際に行った調剤内容を点数の高い別の調剤内容に振替えて請求

振替請求
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不当請求

薬剤服用歴等に、特に安全管理が必要な

医薬品に関する指導の要点を記載してい

ないにもかかわらず、特定薬剤管理指導

加算１を算定している。

薬剤服用歴等に、服薬指導の要点を記載

していないにもかかわらず、服薬管理指

導料を算定している。

特定薬剤管理指導加算１の例服薬管理指導料の例

•算定要件を満たさない等、調剤報酬請求の妥当性を欠くもの
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監査後の措置

✓ 保険医療機関等の指定・保険医等の登録の取消（取消処分）
取消処分となった場合原則として、５年間は再指定・再登録を行わない。

✓ 戒告
✓ 注意

行政上の措置

診療内容または診療報酬の請求に関し不正、不当の事実が認められた場合、
原則として５年間分を返還する。

40％の加算金が加えられることもある。 （健康保険法第58条）

経済上の措置

【参考】薬剤師法 
（免許の取消し等） 
第８条 薬剤師が、第五条各号※のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するよう

な行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 
※薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者等 

一 戒告 
二 三年以内の業務の停止 
三 免許の取消し 



13

健康保険法上の処分の基準

• 故意に不正又は不当な診療（調剤）を行ったもの。
• 故意に不正又は不当な診療報酬（調剤診療報酬）の請求を行ったもの。
• 重大な過失※により、不正又は不当な診療（調剤）をしばしば行ったもの。
• 重大な過失※により、不正又は不当な診療報酬（調剤報酬）の請求をしば
しば行ったもの。

（監査要綱：取消処分の基準）

処分の基準

※ 故意でなくとも、重大な過失がしばしば行われれば、処分の対象と
なり得る。



行政処分の例
（処方箋集中率の操作による調剤報酬の不正請求など）

• 同一開設者の他の保険薬局で行った調剤を当該保険薬局で行ったものとして、調剤報酬を不正請求。

• 調剤基本料１の施設基準について、処方箋集中率の操作により虚偽の届出を行い、調剤報酬を不正請求。

• 調剤報酬の不正請求に係る一部負担金を受領。

概要

担当の厚生（支）局が個別

指導を実施したところ、他

の薬局で調剤した処方箋を

当該保険薬局において調剤

したものとして調剤録を作

成し、調剤報酬を請求して

いたことから、以下が強く

疑われ、監査を実施。

・不適切に操作した処方箋

に基づき診療報酬を請求。

・処方箋集中率が要件の一

つである調剤基本料１の施

設基準の届出時からの不適

合。

担当の厚生（支）局にお

いて、処方箋の不正な取

扱いの情報を入手。

情報提供の内容は以下の

とおり。
・処方箋数十枚について、
実際は同一開設者の他の
薬局が調剤し薬剤交付し
ていた。

・上記は、調剤基本料１

の算定にも影響を与えて

いる。

行政処分情報の入手
担当の厚生（支）局による

個別指導及び監査の実施

実際には、同一開設者の他の薬局で行った調剤を

当該保険薬局で調剤を行ったものとして、調剤報

酬を不正請求。

調剤基本料1の施設基準（特定の保険医療機関に

係る処方箋による調剤の割合が9割5分以下）に適

合していないにもかかわらず、同一開設者の他の

保険薬局で行った調剤を当該保険薬局で調剤を

行ったものとして操作。本来は調剤基本料3の施

設基準で届出しなければならないところ、調剤基

本料1の施設基準に適合しているとして虚偽の届

出を行い、調剤報酬を不正請求。

加えて、不正請求分に係る一部負担金を受領。

地方社会保険医療協議会

への諮問及び答申

保険薬局の指定の取消
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令和４年度の指導、監査等実施状況

監査を受けた保険医療機関・保険医等
５２件、９０人（医科・歯科・薬局を含む）

指定・登録の取消※を受けた保険医療機関・保険医等
※取消相当を含む。

１８件、１４人（医科・歯科・薬局を含む）

指導、適時調査、監査により返還を求めた金額は
約１９．７億円
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わが国の保険医療制度の特徴

医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ
事後に支払われる。

現物給付制度

自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことができる。

フリーアクセス

すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。

国民皆保険制度
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療養の給付・費用の負担の流れ

療養の給付

保
険
者

調剤報酬請求
保
険
薬
局

審
査
支
払
機
関

保険料

税
事業所

負担金

国・都道府県
市町村

保険料
例）３割

例）７割

調剤報酬支払

一部負担金

患者
（被保険者）



我が国の医療保険制度

健康保険法
各共済組合法
船員保険法

生活保護法
障害者総合支援法
母子保健法 感染症法
精神保健福祉法 他

医療保障

自費診療

公費負担医療
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被用者保険

国民健康保険

後期高齢者医療

国民健康保険法

高齢者の医療の確保に
関する法律
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社会保障給付費の推移
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健康保険法（第１条、第２条）

（前略） 疾病、負傷 （中略） に関して保険給付を行い、もって国民の生活の

安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

目的（第１条）

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかん

がみ （中略） 医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並

びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

基本的理念（第２条）
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保険調剤として調剤報酬が支払われるには

✓保険薬剤師が

✓保険薬局において

✓健康保険法、薬剤師法、医薬品医療機器等法、医療法等の

各種関係法令の規定を遵守し

✓ 『保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則』の規定を遵守し

✓薬学的に妥当適切な調剤を行い

✓保険薬局が調剤報酬点数表に定められたとおりに請求を

行っている。

これらは、個別指導を行う際のポイントである。
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保険調剤は公法上の契約による契約調剤

• 保険調剤は、健康保険法等の医療保険各法に基づく、保険者

と保険薬局との間の公法上の契約による契約調剤である。

• 保険薬局の指定や保険薬剤師の登録は、健康保険法等で規定

されている保険調剤のルール（契約の内容）を熟知している

ことが前提となっている。
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保険診療・保険調剤に係わる各法令
医療法 医師法 薬剤師法 保健師助産

師看護師法
医薬品

医療機器等法

健康保険法
保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（薬担規則）
等

保険診療・保険調剤



25

薬剤師と保険薬剤師

薬剤師
薬剤師法で規定される、調剤を行うことができる資格

（薬剤師法第１９条）

保険薬剤師
健康保険法等で規定される、

保険調剤を行える薬剤師
（健康保険法第６４条）
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保険薬剤師

保険薬剤師
保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師
→ 保険薬剤師でなければならない。

（健康保険法第64条）

保険薬剤師
の登録

薬剤師の申請に基づき厚生労働大臣が登録
→ 自らの意思で保険薬剤師となる。

（同法第71条）

保険薬剤師
の責務

厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の調剤
に当たらなければならない。
→ 保険薬剤師は保険上のルールを守る必要がある。

（同法第72条）

厚生労働大
臣の指導

保険薬剤師は、健康保険の調剤に関し、厚生労働大臣
の指導を受けなければならない。
→ 厚生労働大臣の指導を受ける義務がある。

（同法第73条）
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薬局と保険薬局

薬局
医薬品医療機器等法で規定される。

（医薬品医療機器等法第２条）

保険薬局
健康保険法等で規定される、

保険調剤を実施できる薬局
（健康保険法第６３条）
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保険薬局

保険薬局の指定
• 薬局の開設者の申請により厚生労働大臣
が指定する。

（健康保険法第６５条）

保険薬局の責務

• 『厚生労働省令』で定めるところにより、

療養の給付を担当しなければならない。

（同法第７０条）

療養の給付に関
する費用

• 療養の給付に要する費用の額は、厚生労

働大臣が定めるところにより、算定する

ものとする。

（同法第７６条）
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医療法（第１条の２第１項）

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、

薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関

係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われると

ともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措

置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければな

らない。

薬剤師を医療の担い手として位置付け

医療の基本理念（第１条の２第１項）
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医療法（第１条の４）

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の

二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な

医療を行うよう努めなければならない。

医師等の責務（第１条の４第１項）

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提

供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよ

う努めなければならない。

医師等の責務（第１条の４第２項）



薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処

方箋により自ら調剤するとき（中略）は、この限りでない。

一 患者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科

医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

二 医師法 （昭和23年法律第201号）第22条 各号の場合又は歯科医

師法 （昭和23年法律第202号）第21条 各号の場合
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薬剤師法（第19条）

調剤（第19条）

罰則 第２９条
第１９条の規定に違反した者（医師、歯科医師及び獣医師を除く。）は、３年以下の懲役若しくは

１００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

なお、平成３１年４月２日付薬生総発0402第１号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「調剤業務

のあり方について」において、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以

外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方が整理されている。
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薬剤師法（第２１条、第２３条）

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらなければ、販

売又は授与の目的で調剤してはならない。

２ 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを

交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、

これを変更して調剤してはならない。

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由

がなければ、これを拒んではならない。

処方せんによる調剤（第２３条）

調剤の求めに応ずる義務（第２１条）



薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せん
を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わ
しい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならな
い。

薬剤師法（第２４条）

34

処方せん中の疑義（第２４条）
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薬剤師法（第２５条の２）

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的
で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、
必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わな
ければならない。

２ 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使
用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状
況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に
当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知
見に基づく指導を行わなければならない。

薬剤師が、調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の

使用状況の把握や服薬指導を行うことを義務化

情報の提供及び指導（第２５条の２）
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薬剤師法（第２７条、第２８条第１項・第３項）

薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

薬局開設者は、第１項の調剤録を、最終の記入の日から３年間、保

存しなければならない。

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済み

となつた日から３年間、保存しなければならない。

調剤録（第２８条第１項/第３項）

処方せんの保存（第２７条）
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薬剤師法（第２８条第２項）

２ 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、調剤録に厚生労働省令※で定める事項を記入しなければならない。

※ 薬剤師法施行規則

第16条 法第28条第２項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおり

とする。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなった場合は、第一号、第三

号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。

一 患者の氏名及び年令

二 薬名及び分量

三 調剤並びに情報の提供及び指導を行った年月日

四 調剤量

五 調剤並びに情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名

六 情報の提供及び指導の内容の要点

七 ～ 十 （略）

調剤済みとなった処方箋又は

患者の服薬状況や指導内容等

を記録したもの（薬剤服用歴

等）において、必要事項が記

載されていれば当該規定を満

たす（注）。

注：「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部
の施行に当たっての留意事項について（薬局・薬剤師関係）」（令和２年８月31日付薬生総発0831第６号）
参照。また、保険調剤録については、「保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて」（令和２年11月
10日付け保険発1110第１号）参照。

調剤録（第２８条第２項）
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保険薬局の調剤録の取扱い

（令和２年11月10日付け保医発1110第１号厚生労働省保険局医療課長通知「保険薬局の分割調剤及び調剤録の
取扱いについて」）

保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。

   なお、この調剤録は、調剤済となった処方箋又は患者の服薬状況や指導内容等を記

録したもの（薬剤服用歴等）に調剤録と同様の事項を記入したものをもって代えるこ

とができること。

（１）薬剤師法施行規則第１６条に規定する事項

（２）患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別

（３）当該薬局で調剤した薬剤について処方箋に記載してある用量、既調剤量及び

使用期間

（４）当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目請求点数及び患

者負担金額

調剤録の取扱い
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医薬品医療機器等法（第１条の５第２項、第３項）

薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しく

は授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率

的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に

関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医

師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施

設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

医薬関係者の責務（第１条の５第２項）

薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な
供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項の情報の
提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。

医薬関係者の責務（第１条の５第３項）



1. 指導・監査等について

2. 保険調剤の仕組み

3. 医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

5. 調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

6. 医療保険と介護保険との関係について

7. 最後に
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則とは

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（薬担規則）

（厚生労働省令）

○第１条から第７条の２

→保険薬局に係る内容

療養の給付の担当範囲、担当方針、適正な手続きの確保 等

○第８条から第１０条の２

→保険薬剤師に係る内容

調剤の一般的方針、調剤録の記載、適正な費用の請求の確保 等

保険薬局や保険薬剤師が保険調剤を行う上で守らなければ
ならない基本的な規則
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薬担規則（第２条、第２条の２）

療養の給付の担当方針（第２条）

保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局
長に対する申請、届出等に係る手続き及び療養の給付に関する費用の請求に係る
手続を適正に行わなければならない。

適正な手続きの確保（第２条の２）

調剤報酬の請求に当たっては、審査支払機関への提出前に、保険薬剤師が処方箋、

調剤録、薬剤服用歴の記録、調剤報酬明細書の突合を行い、「摘要」欄も含め調

剤報酬明細書の記載事項に誤りや不備がないか確認することが重要

調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項については、令和６年３月27日

保医発0327第5号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部

改正について」等をご確認ください。
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薬担規則（第２条の３）

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を
行ってはならない。
一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な

経営を行うこと。
二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局に

おいて調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品
その他の財産上の利益を供与すること。

健康保険事業の健全な運営の確保（第２条の３）
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薬担規則（第２条の３の２）

経済上の利益の提供による誘引の禁止

第２条の３の２ 保険薬局は、患者に対して、第４条の規定により受

領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対

価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損

なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が

自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 

２ 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対

価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を

損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自

己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 
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薬担規則（第２条の４）

掲示

第２条の４ 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、（中略）別に

厚生労働大臣が定める事項※を掲示しなければならない。 

※療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め

る掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号）第 13 参照。 

２ 保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。〔第２項は、令和７年５月 31 日までの間、

経過措置が設けられている。〕 
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薬担規則（第３条）

処方箋の確認等

第３条 保険薬局は、患者から療養の給付を受けることを求められた

場合には、その者の提出する処方箋が保険医等が交付した処方箋で

あること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受け

る資格があることを確認しなければならない。（略） 

一 保険医等が交付した処方箋 

二 電子資格確認 

三 患者の提出する被保険者証 

四 （略） 

２、３ （略） 

４ 保険薬局は、（略）患者が電子資格確認によつて療養の給付を受け

る資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必

要な体制を整備しなければならない。 
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薬担規則（第４条）

患者負担金の受領

第 4 条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については一

部負担金（中略）の支払を受けるものとする。 

２ 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当該

療養に要する費用の範囲内において、法第８６条第２項又は第１１

０条第３項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受

けることができる。〔以下、令和 6 年 10 月 1 日から施行〕ただし、厚生労働大臣

が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受ける

ものとする。 
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薬担規則（第４条の２）

領収証等の交付（第４条の２）

第４条の２ 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受

けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記

載した領収証を無償で交付しなければならない。 

２ 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付

するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつ

た項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。 

３ 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。 
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薬担規則（第５条、第６条）

調剤録の記載及び整備（第５条）

保険薬局は、第１０条※の規定による調剤録に、療養の給付の担当に

関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなけれ

ばならない。

処方箋等の保存（第６条）

保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をそ

の完結の日から３年間保存しなければならない。

※第１０条 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、

調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。 
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薬担規則（第７条の２）

保険薬局は、新医薬品等とその有効成分、分量、用法、用量、効能

及び効果が同一性を有する医薬品として、製造販売の承認がなされ

たもの（後発医薬品）の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調

剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

後発医薬品の調剤（第７条の２）
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薬担規則（第８条第１項、第２項）

調剤の一般的方針（第８条）

保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師（以

下「保険薬剤師」という。）は、保険医等の交付した処方箋

に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及

び指導を行わなければならない。

２ 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び

薬剤服用歴を確認しなければならない。
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薬担規則（第８条第３項）

調剤の一般的方針（第８条）

３ 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次
条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該
処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、
患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならな
い。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努
めなければならない。

後発医薬品の調剤について

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則
診療の具体的方針（第２０条） 、歯科診療の具体的方針（第２１条）

二 投薬
投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発

医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくする
ための対応に努めなければならない。
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薬担規則（第９条、第９条の２、第１０条）

使用医薬品（第９条）

保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品※以外の医薬品を使用
して調剤してはならない。

※薬価基準に収載されている医薬品等

健康保険事業の健全な運営の確保（第９条の２）

保険薬剤師は、調剤に当たっては、健康保険事業の健全な運営を損

なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に
当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

調剤録の記載（第１０条）



薬担規則（第１０条の２）

適正な費用の請求の確保（第１０条の２）

保険薬剤師は、その行った調剤に関する情報の提供等につい
て、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正な
ものとなるよう努めなければならない。

正しく調剤報酬明細書（調剤レセプト）が作成されるよう、保険薬剤師に

は、自ら行った調剤に関する調剤報酬請求の根拠資料（調剤録や薬剤服用

歴の記録等）の適切な作成が求められている。

54
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調剤録について

● 調剤録は、調剤報酬請求の根拠である。

● 保険薬局は、調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載

し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

（薬担規則第５条）

● 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録を

その完結の日から３年間保存しなければならない。

（薬担規則第６条）

● 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に

当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

（薬担規則第10条）



1. 指導・監査等について

2. 保険調剤の仕組み

3. 医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

5. 調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

6. 医療保険と介護保険との関係について

7. 最後に



57

調剤報酬点数表

※：施設基準あり

第１節 調剤技術料

調剤基本料※

第３節 薬剤料

第４節 特定保険医療材料料

（加算料）

（加算料）

調剤管理料［１／２］

注３ 重複投薬・相互作用等防止加算［イ／ロ］、注４ 調剤管理加算 ［イ／ロ］ 、注５ 医療情報取得加算
［１／２］※

（加算料）

服薬管理指導料［１／２／３／４ イ／４ロ］、注13 服薬管理指導料の特例、注14 服薬管理指導料の特例

（加算料）

注２ 麻薬管理指導加算、注３ 特定薬剤管理指導加算１［イ／ロ］、注４ 特定薬剤管理指導加算２※、注５
特定薬剤管理指導加算３［イ／ロ］、注６ 乳幼児服薬指導加算、注７ 小児特定加算、注８ 吸入薬指導加算

（加算料）

外来服薬支援料［１／２イ／２ロ］ （加算料）注４ 施設連携加算

服用薬剤調整支援料［１／２イ※／２ロ］

服薬情報等提供料［１／２イ／２ロ／２ハ／３］

在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料［１イ／１ロ／２イ／２ロ］

注３ 麻薬管理指導加算、注４ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算※ 、注５ 乳幼児加算、注６ 小児特定
加算、注７ 在宅中心静脈栄養法加算※

（加算料）

注２ 麻薬管理指導加算、注３ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算※ 、注４ 乳幼児加算、注５ 小児特定
加算、注６ 在宅中心静脈栄養法加算※ 、注９ 夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算

（加算料）

注２ 麻薬管理指導加算、注３ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算※ 、注４ 乳幼児加算、注５ 小児特定
加算、注６ 在宅中心静脈栄養法加算※

（加算料）

通則

第５節 経過措置

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料［１／２］、注１ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理
指導料、注10 新興感染症等の場合（在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１／ 在宅患者
緊急オンライン薬剤管理指導料）

注４ 麻薬管理指導加算、注５ 特定薬剤管理指導加算１［イ／ロ］、注６ 特定薬剤管理指導加算２※、注７
特定薬剤管理指導加算３［イ／ロ］、注８ 乳幼児服薬指導加算、注９ 小児特定加算、注10 吸入薬指導加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料［１／２／３］、注２ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
内服薬（注１ 内服用滴
剤）、屯服薬、浸煎薬、
湯薬、注射薬、外用薬
注２ 無菌製剤処理加算※

注３ 麻薬加算、向精神
薬加算、覚醒剤原料加算、
毒薬加算
注４ 時間外加算、休日
加算、深夜加算
注５ 夜間・休日等加算
注６ 自家製剤加算
注７ 計量混合調剤加算

調剤基本料［１／２／３
イ／３ロ／３ハ］
特別調剤基本料Ａ
注２ 特別調剤基本料Ｂ
注５ 地域支援体制加算
［１／２／３／４］
注６ 連携強化加算
注７ 後発医薬品調剤体
制加算［１／２／３］
注12 在宅薬学総合体制
加算［１／２］
注13 医療ＤＸ推進体制
整備加算 服用薬剤調整支援料

調剤後薬剤管理指導料［１／２］
薬剤調製料

かかりつけ薬剤師包括管理料※

退院時共同指導料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

経管投薬支援料

在宅移行初期管理料

第２節 薬学管理料

調剤管理料

服薬管理指導料

かかりつけ薬剤師指導料※

外来服薬支援料

調剤後薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

服薬情報等提供料

（診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）

別表第三。改正；令和６年厚生労働省告示第57号）
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施設基準に係る留意点

● 厚生労働大臣が定めた施設基準が設けられている算定項目
がある。

● 施設基準を満たした上で地方厚生（支）局長に届出を行う。
※基準を満たしていればよく、特に地方厚生（支）局長に対して、
届出を行う必要はないものもある。

● 届出事項に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行う。

（例）第１節 調剤技術料
調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算
無菌製剤処理加算

第２節 薬学管理料
医療情報取得加算
特定薬剤管理指導加算２、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、
在宅中心静脈栄養法加算

令和６年３月５日保医発0305第6号「特掲診療料の施設基準等及びその届

出に関する手続きの取扱いについて（通知）」等をご確認ください。
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施設基準に係る指摘事項

⚫ 後発医薬品調剤体制加算１の届出について、直近３か月間
の調剤した薬剤（後発医薬品のある先発医薬品及び後発医
薬品）の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量
の割合が80％以上でない月が認められた。

⚫ 地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する掲示がない。

⚫ 地方厚生(支)局長に届け出ていない事項に関する掲示がある。

⚫ 後発医薬品調剤体制加算の届出が行われている場合に、後
発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を保険薬局の外側
の見えやすい場所に掲示していない。
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主な留意点 処方箋の受付・確認

● 保険調剤に当たっては、 

✔ 処方箋が適正か 
・保険医等が交付したものであること（保険医等の署名又は記名・押印があるか） 

・処方箋、電子資格確認 、被保険者証等により療養の給付を受ける資格があること（被保険

者記号・番号、保険者名の記載があるか） 

・処方箋の使用期間は適切か 

リフィル処方箋による調剤を行う場合は、２回目以降の調剤は、次回調剤予定日の前後７日

以内か 

・処方医が後発医薬品への変更に差し支えがあると判断して、医薬品を処方した場合に、処

方箋「備考」欄中の「保険医署名」欄に署名又は記名・押印があるか。 

✔ 処方されている医薬品が薬価基準収載品目であるか 

✔ 医薬品医療機器等法承認事項等の範囲内で処方されているか 
・用法外・用量外投与、適応外投与等はないか 

・投与期間の上限が設けられている医薬品の処方日数がその上限を超えていないか 

・使用上の注意が守られているか 

等の確認が必要である。 
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主な留意点 疑義照会

● 疑義があるときは、必ず処方医に疑義の照会を行うこと。 

 

✓  用法・用量の記載がない  

✓  禁忌の患者への処方が疑われる  

✓  承認内容と異なる用法・用量で処方されている  

✓  過量投与が疑われる  

 

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則 

処方箋の交付（第２３条第３項） 

３ 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、

これに適切に対応しなければならない。 

不適切な処方箋の具体例 
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主な留意点 処方箋への記入
● 調剤済となった処方箋には、必要事項を適切に記入すること。 

ア 薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に次の事項を記載する 。 

（ア）「調剤済年月日」 調剤済とならなかった場合は、調剤年月日及び調剤量を処方箋に記載する。 

（イ）「保険薬局の所在地及び名称」 

（ウ）「保険薬剤師氏名 印」 調剤を行った保険薬剤師が署名するか又は姓名を記載し、押印する。 

イ 「備考」欄又は「処方」欄に次の事項を記載する。 

（ア）処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤し

た場合には、その変更内容 

（イ）医師又は歯科医師に照会を行った場合は、その回答の内容 

ウ 分割指示に係る処方箋に基づき調剤した場合は、別紙の「受付保険薬局情報」欄に

保険薬局の所在地、名称、保険薬剤師氏名及び調剤年月日を記入する。 

エ リフィル処方箋に基づき調剤した場合は、「調剤実施回数」欄に調剤回数に応じて、

該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予

定日を記載する。 

オ 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該薬局において調剤済みと

ならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び次回調剤予

定日等の必要な事項を記入し、当該リフィル処方箋の写しを調剤録と共に保管する。 



63

主な留意点 調剤技術料（薬剤調製料の加算）

具体的にどんな場合に算定が可能なのか（算定要件）を十分に理解する

とともに、算定が可能であると判断して算定する場合には、その根拠と

なる事項について調剤録、薬剤服用歴の記録等に記載することが必要で

ある。

平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方

箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

例 薬剤調製料の夜間・休日等加算

自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を

調剤録等に記載する。

例 自家製剤加算

算定要件については、令和６年３月５日保医発0305第4号「診療報酬の算定方法の一部

改正に伴う実施上の留意事項について（通知）」（留意事項通知）等をご確認ください。
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主な留意点 薬学管理料

⚫ 「薬学管理料」は、対人業務を評価するものである。

⚫ 患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならない。

⚫ 薬学管理料における各種指導や情報提供は、その時点における患者の状態

等を考慮して、患者にとって何が必要なのか、どのような情報を提供した

らよいのかを、その都度判断することが必要。

✓ 保険薬剤師自身が個々に算定要件を満たしているか確認し、算定の可否を判断す
ること。

✓ 機械的に、一律に請求を行わないこと。
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主な留意点 薬学管理料（薬剤服用歴の記録）

● 処方箋の受付の都度、患者情報を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえ、

過去の薬歴を参照した上で、必要な服薬指導を行う。

● 単に患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導内容を単純に全て記載

するのではなく、その要点を明確に記録する。

例えば要点をまとめて記載できる項目

・指導した医薬品毎にそれぞれ指導した内容を全て記載することまでは不要。

・指導料や加算を複数算定する場合であってもそれぞれ項目毎に内容を全て記

載することは不要。

薬剤服用歴の記録は、患者情報を集積したものであり、適切な服薬指導を行
うためには必要不可欠なものである。
薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求（薬学管理料）の根拠となる記録である。

薬剤服用歴の記録



薬剤服用歴の記載
令和６年度診療報酬改定

あ

薬学管理料 通則

➢ 薬剤服用歴の記載については、薬学管理料の通則で以下のとおり規定した。

（４） 薬学管理等の実施にあたっては、薬剤師法第28条で規定される調剤録において情報の提供及び指導の内容の要点等の記入
が義務づけられていることから、必要事項等が記録されている薬剤服用歴等を作成すること。薬剤服用歴等は同一患者につ
いての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、オンライン資格確認等シス
テムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を含めて、次の事項等を記載すること。
ア 患者の基礎情報（氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先）
イ 処方及び調剤内容等（処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照
会の要点等）

ウ 以下の患者情報並びに当該情報等を踏まえた薬学的管理及び指導の要点
（イ） 患者の体質（アレルギー歴、副作用歴等を含む。）、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に

関する患者の意向
（ロ） 疾患に関する情報（既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。）
（ハ） 併用薬（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。）等の状況及び服用薬と相互作用が認

められる飲食物の摂取状況
（ニ） 服薬状況（残薬の状況を含む。）
（ホ） 患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
（ヘ） 手帳活用の有無（手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有してお

り１冊にまとめなかった場合は、その理由）
エ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
オ 指導した保険薬剤師の氏名

（５） 薬剤服用歴等の記載にあたっては、単に患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導内容を単純に全て記載するの
ではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一
的に記載するのではなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加算を
算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。なお、指導の内容等について処方医等へ情報提
供した場合には、情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付すること。

（６）薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して３年間保存すること。

令和６年度診療報酬改定説明資料
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主な留意点 薬学管理料（薬剤情報提供文書）

● 患者ごとに作成された薬剤服用歴等に基づいて、次の事項を薬剤情報提供文書によ
り情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行う。必要に応じて、医薬品リ
スク管理計画（RMP）に基づく患者向け資材を活用する。
（イ）当該薬剤の名称（一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な

処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称）、形状（色、剤形等）
（ロ）用法、用量、効能、効果
（ハ）副作用及び相互作用
（ニ）服用及び保管取扱い上の注意事項
（ホ）調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
（ヘ）保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
（ト）保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

●

●

効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現に
する。薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬
剤と無関係の事項を記載しない。
「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とする。可能であれば一般的
名称も併せて記載することが望ましい。
① 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
② 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医
薬品の名称及びその価格（備蓄しておらず、支給もできない場合はその旨）

薬剤情報提供文書
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主な留意点 薬学管理料（おくすり手帳）

「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項

を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。

   ① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録

② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録

③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録

④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

おくすり手帳

調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称、用法、用量その他必要に応じ
て服用に際して注意すべき事項を患者の手帳に経時的に記載する。

● 保険薬局において適切に記載されていることを確認するとともに、記載されていな
い場合には、患者に聴取の上記入するか、患者本人による記入を指導するなどして、
手帳が有効に活用されるよう努める。

● 患者に対して、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説
明を行い、患者の理解を得た上で提供する。

● 患者が手帳を持参し忘れた場合は、手帳に追記すべき事項が記載されているシール
等を交付し、次回以降に手帳を持参した際、当該文書が貼付されていることを確認
する。



医療情報システム（電子薬歴等）の注意点

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」

• ガイドラインに準拠した運用管理規程を定めること。
• 長時間離席する際に、正当な利用者以外の者による入力のおそれがある場合には、

クリアスクリーン等の対策を実施。
• 令和９年度時点で稼働していることが想定される医療情報システムを、今後新規導

入又は更新に際しては、二要素認証を採用するシステムの導入、又はこれに相当す
る対応を行うこと。

• パスワードは以下のいずれかを要件とする。
• a 英数字、記号を混在させた13文字以上の推定困難な文字列
• b 英数字、記号を混在させた８文字以上の推定困難な文字列を定期的に変更

させる（最長でも２ヶ月以内）
• c 二要素以上の認証の場合、英数字、記号を混在させた８文字以上の推定困

難な文字列。ただし他の認証要素として必要な電子証明書等の使用にPIN等が
設定されている場合には、この限りではない。

• 更新履歴を保存し、必要に応じて更新前と更新後の内容を照らし合わせることがで
きるようにすること。
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指摘事項の例（調剤全般に関する事項）

70

• 一般名処方に係る処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可

能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。

• 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた場合であって、当該

処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤し

ている。

後発医薬品の調剤

• 処方内容について確認を適切に行っていない。（処方医への疑義照会を行っているものの、

その内容等を処方箋又は調剤録に記載していないものを含む。）

✓ 医薬品医療機器等法による承認事項等と異なる用法で処方されているもの

✓ 重複投薬が疑われるもの

✓ 漫然と長期にわたり処方されているもの

処方内容に関する薬学的確認
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指摘事項の例（レセコンの設定、薬剤服用歴等）

• 薬剤服用歴等について、

✓ 同一患者の薬剤服用歴等について、紙薬歴が廃棄されており、全ての記録が必要に応じて直ち
に参照できるよう保存・管理していない。

✓ 薬剤服用歴等への記載が指導後速やかに完了していない。

• 薬剤服用歴等に次の事項の記載がない。

✓ アレルギー歴、副作用歴
✓ 薬学的管理に必要な生活像

✓ 疾患に関する情報

✓ 服薬状況（残薬の状況を含む。）
✓ 患者の服薬中の体調の変化

✓ 服薬指導の要点

薬剤服用歴等 ※

• レセプトコンピュータの初期設定が、服薬管理指導料を算定するようになっている。

• 服薬指導等を行う前に、レセプトコンピュータへ服薬管理指導料、特定薬剤管理指導加算１を算

定するよう入力されている。

レセプトコンピュータの初期設定等（誤った算定となるおそれがある。）

記載はあるものの、記載が不適切である。
✓ 併用薬について、単に「あり」と記載され

ているのみ
✓ 残薬について、単に「あり」と記載されて

いるのみ
✓ 患者の服薬中の体調の変化について、単に

「あり」と記載されているのみ

※ 留意事項通知（令和６年３月５日保医発0305第4号）の薬学管理料通則（５）「薬剤服用歴等の記載に当たって
は、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載す
ることで差し支えないが、指導後速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するので
はなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。（略）」を踏まえることが必要である。



指摘事項の例（薬学管理料）

薬剤服用歴等に麻薬に係る指導の要点を記
載していない。

麻薬管理指導加算

「特に安全管理が必要な医薬品」に該当し
ない医薬品について算定している。

対象となる医薬品に関して患者又はその家
族等に対して確認した内容及び行った指導の
要点を薬剤服用歴等に記載していない。

特定薬剤管理指導加算１

処方医に連絡・確認を行った内容の要点、
変更内容を薬剤服用歴等に記載していない。

重複投薬・相互作用等防止加算

確認した体重を薬剤服用歴等に記載して
いない。

乳幼児服薬指導加算

かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服
薬指導等を行った場合にかかりつけ薬剤師指
導料を算定している。

患者の署名等が記載された同意書を当該
保険薬局に保管していない。

かかりつけ薬剤師指導料
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薬剤情報提供文書に所要の事項の記載がな
い。

服薬管理指導料

薬学的管理指導計画を策定していない。
薬学的管理指導計画を１月に１回見直し

ていない。
薬剤服用歴等に次の事項の記載がない。

・服薬指導の要点
・訪問に際して実施した薬学的管理指導の
内容

在宅患者訪問薬剤管理指導料

算定要件については、令和６年３月５日保医発0305第4号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について（通知）」（留意事項通知）等をご確認ください。



令和６年度調剤報酬改定の主なポイント

地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し
➢ 調剤基本料の評価の見直し

• 地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進め
ていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料の引上げ

• 調剤基本料２の算定対象拡大による適正化（１月における処方箋の受付回数が
4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位３の保険医療機関に係る処方
箋による調剤の割合の合計が７割を超える薬局）

➢ かかりつけ機能に係る薬局の評価（地域支援体制加算）の見直し
• 薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から要件を強化
• 他の体制評価に係る評価を踏まえた点数の見直し

➢ 新興感染症等に対応できる薬局の評価（連携強化加算）の見直し
• 改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた見直し

➢ 医療DXの推進
• 医療DXに対応する体制（電子処方箋、マイナ保険料利用率、電子カルテ情
報共有サービス、電子薬歴等）を確保している場合の評価を新設

➢ その他の見直し
• 特別調剤基本料の区分新設（いわゆる同一敷地内薬局、調剤基本料の届出
がない薬局に区別）

• いわゆる同一敷地内薬局の評価見直し

かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し
➢ メリハリをつけた服薬指導の評価

• ハイリスク薬の服薬指導（特定薬剤管理指導加算１）における算定対象となる時点
等の見直し

• 特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価（特
定薬剤管理指導加算３）を新設（①医薬品リスク管理計画に基づく説明資
材の活用等の安全性に関する特段の情報提供の場合、②長期収載品の選定
療養、供給不足による医薬品の変更の説明をした場合の評価）

➢ 調剤業務に係る評価（自家製剤加算）の見直し
• 嚥下困難者用製剤加算を廃止し飲みやすくするための製剤上の調製を行った場合の
評価を、自家製剤加算での評価に一本化

• 供給不足によりやむを得ず錠剤を粉砕等する場合でも加算が算定できるよう見直し

➢ かかりつけ薬剤師業務の評価の見直し
• 休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能とする見直し
• かかりつけ薬剤師と連携して対応する薬剤師の範囲見直し（複数名可）
• かかりつけ薬剤師指導料等を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合の
評価、調剤後のフォローアップ業務の評価が算定可能となるよう見直し

➢ 調剤後のフォローアップ業務の推進
• 糖尿病患者の対象薬剤拡大（インスリン製剤等→糖尿病薬）
• 慢性心不全患者へのフォローアップの評価を新設

➢ 医療・介護の多職種への情報提供の評価
• 介護支援専門員に対する情報提供の評価を新設
• リフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供の評価を明確化

質の高い在宅業務の推進
➢ 在宅業務に係る体制評価

• ターミナルケア、小児在宅医療に対応した訪問薬剤管理指導の体制を整備してい
る薬局の評価を新設

➢ ターミナル期の患者への対応に係る評価充実
• 医療用麻薬を注射で投与されている患者を月８回の定期訪問ができる対
象に追加（介護報酬も同様の対応）

• ターミナル期の患者の緊急訪問の回数を月４回から原則月８回に見直し
• ターミナル期の患者を夜間・休日・深夜に緊急訪問した場合の評価新設
• 医療用麻薬の注射剤を希釈しないで無菌調製した場合の評価追加

➢ 在宅患者への薬学的管理及び指導の評価の拡充
• 処方箋交付前の処方提案に基づく処方変更に係る評価新設
• 退院直後などの計画的な訪問が始まる前に患家を訪問して多職種と連携した薬学
的管理・指導を行った場合の評価新設

➢ 高齢者施設の薬学的管理の充実
• ①ショートステイの利用者への対応、②介護医療院、介護老人保健施設の患者に
対して処方箋が交付された場合の対応の評価新設（服薬管理指導料３）

• 施設入所時等に服薬支援が必要な患者に指導等を行った場合の評価新設
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閲覧

電子カルテ情報共有サービス
（体制整備加算では

R7年9月まで経過措置）

マイナ
ポータル

（新）医療情報取得加算 初診3/1点 再診2/1点（3月に1回）
調剤3/1点（6月に１回）

令和６年度診療報酬改定における医療DXに係る全体像

（新）在宅医療ＤＸ情報活用加算 １０点
（新）訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 ５点
（新）在宅医療ＤＸ情報活用加算（歯科）８点

救急現場への導入を要件化
急性期充実体制加算・総合入院体制加算
・救命救急入院料
（救急時医療情報閲覧機能の評価）

（新）医療DX推進体制整備加算 ８点、６点（歯科）、４点（調剤）

閲覧
マイナンバー
カード

医師等

受付
閲覧可

電子処方箋システム
（体制整備加算では

R7年3月まで経過措置）

医師 看護師
居宅同意取得型
Webサービス

オンライン資格確認等
システム

訪問した医療関係者の
モバイル端末で読み込み

➢ 医療DX推進体制整備加算により、マイナ保険証利用により得られる薬剤情報等を診察室等でも活用できる体制を
整備するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、マイナ保険証の利用率を要件とし、医
療DXを推進する体制を評価する。（電子処方箋等は経過措置あり）

※答申書附帯意見 令和6年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了することを踏まえ、令和6年度早期より、医療情報取得加算による適切な情報に基づく診療の
在り方について見直しの検討を行うとともに、医療DX推進体制整備加算について、今後のマイナンバーカードの利用実態及びその活用状況を把握し、適切な要件設定
に向けた検討を行うこと。 74

・医療DX推進の体制に関する事項等について、見やすい場所、
ウェブサイト等に掲示していること。

・一定程度（●％）以上のマイナ保険証の利用実績（R6.10～） 等

令和６年度診療報酬改定説明資料



妥結率等に係る報告の見直し

令和６年度診療報酬改定 Ⅲ－９ 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等－②

➢ 令和６年３月に改訂された「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」（流通改
善ガイドライン）を踏まえ、現在報告を求めている医療用医薬品の単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状
況に代えて、取引に係る状況の報告を求めるとともに、流通改善ガイドラインを踏まえた流通改善に関する取組
状況について報告を求めることとする。

改定後現行

【調剤基本料】
［算定要件］

２ 調剤基本料の注４に規定する保険薬局

(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤

基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準

については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。

ア （略）

イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率

及び一律値引き契約に係る状況を地方厚生（支）局長

に報告していない保険薬局

【調剤基本料】
［算定要件］

２ 調剤基本料の注４に規定する保険薬局

(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤

基本料を100分の50に減算する。なお、詳細な施設基準

については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。

ア （略）

イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、取引に係る状況

並びに流通改善に係る取組状況を地方厚生（支）局長

に報告していない保険薬局

（参考）新たに報告を求めるの項目の例
〇医薬品取引に係る状況
・価格交渉の方法
・当年度下半期の取引予定
・前年度の取引状況（上半期と下半期を比較した下半期の取引状況）

〇医療用医薬品の流通改善に係る取組状況
（流通改善ガイドラインの改訂内容に基づく主な取組事項の確認）
・単品単価交渉の状況
・卸売販売業者との値引き交渉（ベンチマークの活用、同一の総値引率

を用いた交渉、個々の医薬品の価値を踏まえた価格交渉 等）
・妥結価格の変更
・価格交渉を代行する者に依頼して交渉する場合の確認事項

※医科診療報酬点数表の初診料、再診料、外来診療料においても同様の見直し

① 特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的医薬品、不採算品再算
定品等については、価格交渉の段階から別枠とし、単品単価交渉とする
ことを明記

② これまでも単品単価交渉を行ってきた新薬創出等加算品等についても
引き続き単品単価交渉を行うことを明記

③ 一方的な値引き交渉や同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める
交渉などは厳に慎むことを明記

④ 価格交渉を依頼する場合は、価格交渉を代行する者に対して、流通改
善ガイドラインを遵守させることを明記

⑤ 当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこと。変更を行うのは期中
で薬価改定があるなどの場合と明記 など

流通改善ガイドラインの主な改訂内容
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令和６年度診療報酬改定説明資料
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2. 保険調剤の仕組み

3. 医療法・薬剤師法・医薬品医療機器等法について

4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について

5. 調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）

6. 医療保険と介護保険との関係について

7. 最後に



77

医療保険と介護保険の給付調整

• 健康保険法では、被保険者に係る療養の給付等の支給は、同一
の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相
当する給付を受けることができる場合には、行わない（第55条
第３項）と規定されている。

※医療保険各法に同様に規定がある。

• これは、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者については、
原則として、介護保険給付が医療保険給付より優先されるが、
別に厚生労働大臣が定める場合については、医療保険から給付
できるということであり、これを医療保険と介護保険の給付調
整という。
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介護保険施設の入所者に係る給付調整

これらの施設には医師の配置があるが、各施設類型で医療提供
の密度が異なることから、介護報酬に包括されている部分と医
療保険において給付される範囲が各々異なる。

• 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

• 介護老人保健施設（老健）

• 介護医療院

介護保険法で規定されている介護保険施設（３種類）
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5. 調剤報酬点数表の解釈（主な留意点）
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保険調剤確認事項リスト
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html



個別指導における指摘事項について
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北海道厚生局 > 北海道厚生局について > 北海道厚生局からの情報発信 > 保険医療機関・保険薬局の方々へ ～北海道厚生局 指導部門～

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shido_bumon.html



調剤報酬請求における留意点

◆保険薬剤師と保険薬局は診療報酬のルールをよく理解し、
独自の解釈に基づいて請求しない。

◆分からない場合は調剤報酬点数表を確認する。
それでも分からなければ地方厚生(支)局に問い合わせる。

◆地方厚生(支)局が実施する説明会や指導に出席する。

診療報酬改定は原則、２年に１回実施されます。

算定ルールの新設・変更について、

２年に１回知識のリニューアルが必要です。
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